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Ⅰ．報告の趣旨 

  この報告は、「南スーダン派遣施設隊「日々報告」の管理状況に関する特別防衛監察の

結果を踏まえた情報公開及び行政文書管理における再発防止のための措置について（通

達）」（防官文第１１４８１号（２９．７．２８））において、再発防止に係る抜本的な措

置として、「日報」を含む定時報告1の全てを統合幕僚監部（以下「統幕」という。）参事

官で一元的に管理することが定められたところ、その作業の過程で明らかになった三件

の事案について、それぞれの事案に関わる部署における関係者からの聴取等を行い、そ

れぞれの事実関係の調査結果及びその評価を取りまとめたものである。 

 （以下、Ⅱ～Ⅳのそれぞれの章ごとに、本省課長級以上の者を除き、登場する順に人物

にアルファベットを付与） 

  

                                                
1 定時報告とは、行動命令に基づき活動する部隊が作成した上級部隊（司令部を含む）への定時報告であっ
て、防衛大臣又は上級部隊の判断に資するもの。 
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Ⅱ．統合幕僚監部等によるイラク『日報』に係る大臣報告の経緯について 

 

 １．経緯 

上述の「日報」を含む全ての定時報告について、統幕参事官における一元的な管理

のための作業を進める過程で、平成２９年１１月２７日以降、陸上自衛隊（以下「陸

自」という。）においては、陸自全部隊等を対象に、海外活動に係る定時報告の確認作

業を行い、平成３０年１月１２日には陸自研究本部から、また同月３１日には陸上幕

僚監部（以下「陸幕」という。）衛生部から、陸幕総務課に対しイラクの自衛隊の活動

に関する「日報」を含む確認作業の結果が提出された。その後、陸幕総務課において、

陸自の各部隊等から提出されたイラク「日報」を含む定時報告の取りまとめ作業を行

い、当該結果をリスト形式で取りまとめ、２月２７日、陸幕総務課より統幕参事官に

対し当該リストが提出された。 

   同日、統幕参事官付Ａ、Ｂ及びＣは、陸幕総務課Ｄ、Ｅ及びＦより、陸自が全部隊・

機関を対象に平成２９年１１月２７日から実施した、陸自の海外活動に係る定時報告

の確認作業の結果をリスト形式で入手したところ、当該リストは、定時報告に係る陸

自の全部隊等における確認作業の結果を取りまとめたものであるが、どの部隊等がど

の定期報告を保有しているのかが記載されておらず、また、確認できた定期報告の日

付を厳密には確認できない状況であった。 

   このため、２月２７日に当該リストにイラク「日報」が含まれていることを確認し

た統幕参事官付Ａ以下は、そのことを統幕参事官付Ｇに報告するとともに、陸幕総務

課に対し、①陸自としてイラク「日報」と判断した文書の現物の提供を求めるととも

に、②イラク「日報」の保有部署名について報告するよう依頼した。 

   その後、平成３０年３月２日までの間に、陸幕総務課から統幕参事官に対し、イラ

ク「日報」の保有部隊等は陸幕衛生部及び陸自研究本部である旨報告があった。また、

同日には陸幕総務課Ｄより統幕参事官付Ａに対し、イラク「日報」の現物の一部（２

日分）が送付され、統幕参事官として実際にイラク「日報」が存在することを確認し

た。 

 

２．事実関係 

（１）イラク「日報」の存在の確認から大臣報告作成までの対応 

ア ３月２日にイラク「日報」の存在を確認した統幕参事官は、平成２９年２月の

国会におけるイラク「日報」に係る議論を承知していたことから、平成３０年３

月５日、統幕参事官付Ａより鈴木統幕総括官に対しイラク「日報」が確認された

旨報告を行った。そして、統幕参事官は①確認されたイラク「日報」の精査、②

大臣報告に係る関係部署間の調整、③陸幕等におけるイラク「日報」の改めての

探索漏れがないか再確認、④国会議員からの資料要求や国会での答弁並びに情報

公開請求への対応状況の確認といった作業を行った。具体的には以下のとおり。 

① 統幕参事官は、同月２日から１１日までの間に、陸幕総務課が陸自で確認さ

れたイラク「日報」と考えられる文書を陸幕総務課と統幕参事官の間でやりと

りする共有フォルダの中に電子データの形式で保存するという方法で当該文書
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を集めた。 

その後、統幕参事官においては、約１万４０００頁に及ぶイラク「日報」一

件一件の精査を行った。具体的には、共有フォルダに電子データで保存された

文書が真にイラク「日報」に該当するかについて一件一件確認するとともに、

保存された文書に欠損がないかという観点から、派遣された部隊毎にどの日付

の「日報」が確認されたか、各電子データが１日分の「日報」の適正な構成に

なっているか等を確認した。 

これらの作業を通じて、陸自のイラク復興支援活動に派遣された復興支援群

３５１日分、復興業務支援隊２６日分及び後送業務隊３１日分のイラク「日報」

が陸自に存在することを確認した。2 

② 大臣報告に係る関係部署間との調整に関しては、統幕参事官付ＡはＨ及び山

野参事官に報告後、３月５日、鈴木統幕総括官に対しイラク「日報」が確認さ

れた旨報告をおこなった。同日、鈴木統幕総括官から大臣官房文書課に連絡す

るよう指示があり、統幕参事官付Ａから大臣官房文書課Ｉに対しメールで一報

した。 

文書課においては、同月７日頃までに三原文書課長及び文書課Ｊまで報告し、

同日、文書課Ｉは統幕参事官付Ａに対し、大臣報告にあたり、すでに確認され

たものの他、イラク「日報」を求める過去の資料要求・情報公開請求等の有無

や、イラク「日報」のこれまでの管理状況などについて確認を行うようメール

で連絡した。 

その後、同月１２日には確認されたイラク「日報」の概略が判明したことを

踏まえ、同日、鈴木統幕総括官より大臣報告を急ぎ実施するよう指示があり、

大臣報告資料の作成を開始した。 

同月１４日には大臣報告資料案を大臣官房文書課に説明するとともに、統幕

参事官付Ｇから大臣官房文書課Ｋ及びＩに対し、後述のとおり陸幕においてイ

ラクの「日報」の再探索を行っているところではあるが、早く大臣説明を実施

したい旨説明を行った。 

文書課においては、同月１５日までに三原文書課長及び大臣官房文書課Ｊに

対し、大臣報告資料案について報告した。 

大臣官房文書課Ｉは、同月１５日に、統幕参事官付Ａに対し、大臣への報告

にあたっては、追加の資料を用意する必要があること等を電話にて連絡した。 

③ 陸幕は、同月５日より、陸幕内において再度イラク「日報」が保有されてい

ないか再探索を開始するとともに、当該再探索をより確実に行うため、同月９

日には陸幕内課長等会報にて陸幕総務課長から人事教育計画課長、運用支援課

長、防衛課長等に探索作業の徹底を依頼し、再探索作業を実施した。そして、

同月２０日に、統幕参事官付Ｂに対し、イラク「日報」が新たに確認されなか

った旨を連絡した。3 

                                                
2 ４月４日修正後の日数。 
3 なお、４月以降、陸幕の防衛部及び警務管理官においてイラク「日報」が確認された。 
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また、同月５日、鈴木統幕総括官より、航空自衛隊（以下「空自」という。）

内にイラク「日報」が保有されていないか確認するよう指示があったため、統

幕参事官付Ｂは航空幕僚監部（以下「空幕」という。）運用支援課輸送室Ｌ並び

に総務課Ｍ及びＮに対し当該確認を依頼した。空幕は空幕運用支援課、航空総

隊、航空支援集団及び補給本部の再探索作業を実施し、同月１４日、空幕総務

課Ｎは統幕参事官付Ｂに対し、確認されていない回答した。4 統幕参事官付Ｂ

は、空幕からの回答を踏まえ、同月１５日に、イラク派遣当時、航空自衛隊に

おいてイラク「日報」がそもそも作成されていなかったのか、又は作成されて

いたが保存されていないのか確認を行ったが、同月３０日までに明確な回答が

なかった。このため、同日、「日報」の作成根拠となる可能性のある文書を探索

するよう空幕運用支援課Ｌ及び総務課Ｍ等に依頼を行った。5 

      なお、同月３０日に統幕参事官付Ｂより海上幕僚監部（以下「海幕」という。）

防衛部運用支援課Ｏに対し海上自衛隊（以下「海自」という。）のイラク「日報」

及び「日報」の作成根拠の探索依頼を行った。6 

④ また、統幕参事官においては、平成３０年３月２日にイラク「日報」の現物

を確認して以降、改めて対応が必要となる過去の国会答弁や資料要求、情報公

開請求等の有無の確認作業を断続的に実施した。これは、以前より平成２９年

２月１６日のイラク「日報」に係る国会議員からの資料要求及び同月２０日の

衆議院予算委員会における国会議員に対する稲田防衛大臣（当時）の答弁「確

認をいたしましたが、見つけることができませんでした」を認識していたため

である。 

      その結果、 

ａ．過去の国会答弁に関しては、同月３１日の大臣説明までに、上記の国会議

員以外に、平成２９年２月２０日の衆議院予算委員会において他１名の国会

議員（当時）に対し稲田防衛大臣（当時）が「しっかりと確認をしている最

中でございますが、先ほど・・・御答弁申し上げましたように、イラクに関

しては日報は残っていないことを確認いたしております。」と答弁しているこ

とを確認した。 

ｂ．過去の資料要求に対しては、前述の国会議員からの資料要求以外に対応が

必要な資料要求は確認できなかった。 

ｃ．過去の情報公開請求に関しては、すでに承知していた平成２９年３月２７

日の情報公開請求（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一

年法律第四十二号）第１１条の規定（開示決定等の期限の特例）に基づく延

長により平成３０年６月末が開示決定期限）を含む合計５件について、イラ

ク「日報」が特定文書に該当する可能性があることを確認した。 

 

                                                
4 なお、４月５日に空幕運運用支援課輸送室において３日分の空自イラク「日報」が確認された。 
5 その結果、４月４日に空幕運用支援課Ｓより統幕首席参事官付Ｇに「日報」の作成根拠となる「イラク人道
復興支援特別措置法に基づく対応措置に係る航空輸送の実績に関する航空支援集団一般命令」を手交した。 
6 当該依頼に対しては、４月４日までに海幕運用支援課より統幕首席参事官に対し海上自衛隊のイラク「日
報」は確認されていない旨回答があった。 



５ 
 

イ なお、２月下旬から３月下旬までの間、統幕参事官においては、南スーダン日

報（約１７０日分、約１０，２００頁）や、南スーダン派遣時に作成された陸自

中央即応集団のモーニングレポート（約２３０日分、約１１，６００頁）に関す

る情報公開請求への対応のため開示・不開示の確認作業という業務も行なってお

り、本件イラク「日報」だけに集中することは難しい状態にあった 

 

（２）大臣報告までの対応 

ア 大臣報告資料案の関係部署間の調整がほぼ了したことを受け、３月２３日、統

幕参事官付Ｇ及びＡより大臣官房文書課Ｊ及びＫに対し当該報告資料案の説明を

行うとともに、大臣説明に至るまでの今後の段取りについて必要な調整を行った。 

 

イ 同月２６日に、佐竹大臣官房参事官に対し、統幕参事官付Ｇ及び大臣官房文書

課Ｉより大臣報告資料案について説明を行い、佐竹大臣官房参事官から「日報」

全般の一元化後の文書管理について指摘がなされたため、統幕参事官付Ｇ及び大

臣官房文書課Ｉから同課法令審査Ｐに対し、検討を依頼した。同月２７日、佐竹

大臣官房参事官に対し、統幕参事官付Ｇ、大臣官房文書課Ｉ及び同課法令審査Ｐ

から、指摘事項に対する回答を行い、了承された。 

 

ウ その後、同月２９日に大臣官房長へ統幕参事官付Ｇ、大臣官房文書課Ｊ、Ｉ、

Ｐ及び情報公開・個人情報保護室Ｑより説明を行い、大臣報告資料案について指

摘を受けるとともに、遅くとも４月２日までに大臣説明を行うよう指示を受けた。

３月３０日、大臣官房長に対し統幕総括官、統幕参事官付Ａ、Ｇ及びＲ、大臣官

房文書課Ｊ、Ｋ、Ｉ、Ｐ及びＱより再度説明を行い、了承された。同日、統幕長に

対し山野参事官から説明を、また、事務次官に対し大臣官房文書課Ｊから別件の

説明の際に概括的な説明を行った。週末に当たる同月３１日、防衛大臣の東北へ

の出張前に、防衛大臣に説明が行われた。 

 

エ なお、同月中は、参議院予算委員会が１３日間、所管委員会の衆議院安全保障

委員会が３日間、参議院外交防衛委員会が５日間開かれるなど、防衛大臣も事務

方も国会情勢の把握、答弁や想定の作成、質疑への答弁等、国会対応業務に時間

を大幅に割く状態であった。 

 

（注）同月１２日に開催された定例幹部会議において、防衛大臣から、以下のとおり、

口頭による指示が行われた。 

国会では森友学園の文書の書き換えが問題となっているが、昨年は日報問題で防

衛省・自衛隊が国民からの御批判を受けた。今回の関連で防衛省はその後どうした

のかとみられることもあろう。あらためて情報公開、行政文書管理、情報保全を徹

底してほしい。 
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３．評価 

 以上を踏まえると、統幕参事官をはじめとした関係部署は、防衛大臣への説明にあ

たって、事務方として、①確認されたイラク「日報」の精査、②大臣報告に係る関係部

署間の調整、③陸幕等におけるイラク「日報」の改めての探索漏れがないか再確認、④

国会議員からの資料要求や国会での答弁並びに情報公開請求への対応状況の確認とい

った必要な作業を行った結果、３月３１日に防衛大臣に説明することとなった。一方で、

昨年の南スーダンＰＫＯ「日報」問題に係る反省を踏まえ、今回のような事実を認知し

たのであれば、防衛大臣には時間をかけず直ちに一報するべきであり、適切とは言い難

い対応であった。 
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Ⅲ．陸上自衛隊国際活動教育隊における『日報』を巡る経緯について 

 

１．事実関係 

 （１）平成２９年２月１６日の国会議員からの資料要求等に係る対応 

ア 平成２９年２月１６日、国会議員から防衛省に対し、同日中に国際活動教育隊

（以下「教育隊」という。）において収集した「日報」のすべての提出を求める資

料要求があった。当該資料要求を受け、人事教育局人材育成課は、陸幕教育訓練

部教育訓練課（当時。以下「陸幕教育訓練課」という。）に教育隊において「日報」

を保管していないか確認し、該当文書があれば提出するよう依頼した。 

 

イ 陸幕教育訓練課からの照会を受けた教育隊Ａは、資料要求の内容を教育隊Ｂ及

び副隊長Ｃに報告を行った。当日は教育隊長Ｄは不在であり、Ａから報告を受け

た副隊長Ｃは、共通教育科、評価支援科、研究科及び教育支援小隊の各科長等に

対して「日報」の探索をするよう指示した。 

 

ウ 教育隊では、当時、本日中という限られた時間の中で十分な探索のための時間

を確保できない中、「日報」は通常、用済み後廃棄されているとの認識を共有して

いたため、結果として十分な探索が行われなかった。具体的には、評価支援科に

おいては、科長から科員に対し口頭により探索を指示、研究科においては、当日

科長が不在であったことから、副隊長Ｃから科員に対して簿冊及びデータを確認

するよう指示、教育支援小隊においては、小隊長から科員に対し、簿冊及びデー

タの探索をするよう指示したところである。なお、共通教育科においてはいかな

る指示が行われたかについては確認できなかった。 

 

エ 各科等における探索の結果、「日報」の保管については確認できなかったことか

ら、教育隊Ａは、その旨を教育隊Ｂ、副隊長Ｃ、その後、副隊長Ｃにより教育隊

長Ｄに対して報告した上で、陸幕教育訓練課に対し、教育隊としては「日報」に

ついては、用済み後破棄のため存在しない旨を回答した。この教育隊からの報告

を受け、陸幕教育訓練課は人事教育局人材育成課に対し、教育隊では「日報」を

保管していない旨を回答した。これを受け、同月１６日、国会議員に対して同様

の回答を行うとともに、同月１７日の衆議院予算委員会において、国会議員から

の質疑に対し、稲田防衛大臣（当時）から、教育隊では「日報」を保管していない

旨を答弁した。 

 

（２）特別防衛監察に係る対応 

ア 特別防衛監察の一環として、中央即応集団（当時。以下「ＣＲＦ」という。）司

令部は、「南スーダン派遣施設隊日々報告の保管状況に関する詳細調査について

（陸幕総第４１３号。２９．４．２５）」に基づき、教育隊に対し、南スーダン派

遣施設隊が現地時間で平成２８年７月７日から１２日までに作成した日報を探索

するよう指示した。 
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イ 教育隊では、平成２９年４月２７日から教育隊が保有する全てのＰＣ等につい

て該当文書の探索を開始し、同月２８日に評価支援科の共用ＰＣにおいて、南ス

ーダン派遣施設隊の活動に係る「日報」８２日分が保管されていることを発見し

た。教育隊Ａは、その旨を教育隊Ｂ、教育隊長Ｄに対して順次報告し、その後、

ＣＲＦ司令部に対し、教育隊として「日報」が存在する旨（捜索対象期間につい

ては 1 日分）を５月１１日までに報告したが、２月１６日の国会議員からの資料

要求に際し誤った報告をしたことを認識していたにもかかわらず、資料要求への

対応を是正しなかった。また、教育隊における「日報」の存在については、９月

１２日、７月２８日付で公表した「特別防衛監察の結果について」の補足事項と

して、ＣＲＦ（司令部以外）において１台の共用端末に南スーダン派遣施設隊に

関する「日報」のデータが存在することを公表している。 

 

（３）情報公開請求に係る対応 

ア 平成２９年４月１１日、「２０１６年７月６日から１３日までに作成された南ス

ーダンＰＫＯに関する文書で陸上自衛隊国際活動教育隊で保有する文書のすべて」

について情報公開請求が行われ、教育隊において、情報公開請求に関する文書探

索を行っていたところ、同月２５日までに、「日報」ではない１件の文書の保管を

確認した。その後、本請求については、開示決定の期限を９月８日までに延長す

る旨の連絡を受けたが、教育隊Ａは、引き続き、本請求に関する探索を行った。 

 

イ この探索と並行して、特別防衛監察に基づく探索が行われ、教育隊が対象期間

内の「日報」２件を保管していることを確認したことから、教育隊Ａは、教育隊

長Ｄに報告した上で、８月３０日までに、「日報」２件を含む合計７件の文書をＣ

ＲＦ司令部に提出し、９月７日、陸幕監理部情報公開・個人情報保護室は、これ

らの文書を大臣官房情報公開・個人情報保護室に上申した。 

 

（４）「日報」の一元的な管理に係る対応 

ア 特別防衛監察を踏まえた再発防止策を徹底するために、平成２９年１１月２７

日から陸上自衛隊が保有する「日報」の再調査が行われ、教育隊においても探索

が行われていたが、その過程で、平成３０年１月２５日までに、十分に事情を理

解していない教育隊Ｅが「日報」を保管していない旨の回答をＣＲＦ司令部に行

った。その後、３月１３日、統合幕僚監部における「日報」の一元的な管理を進

める作業の過程において、統幕参事官から陸幕総務課に教育隊における「日報」

の保有の有無について確認するよう依頼し、同月１５日、ＣＲＦ司令部は教育隊

Ａに「日報」の探索を改めて指示した。当該指示に基づき教育隊においては「日

報」の再探索が行われ、評価支援科の共用端末及び研究科の外付けハードディス

クに、南スーダン派遣施設隊の活動（約８０日分）、ハイチ国際緊急医療援助隊の

活動（約４０日分）、パキスタン国際緊急航空援助隊の活動（約１７０日分）、ネ

パール国際緊急援助医療援助隊の活動（約２０日分）、ゴラン高原派遣輸送隊の活
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動（約４３０日分）及びハイチ派遣国際救援隊の活動（約７５０日分）に係る「日

報」の保管が確認され、ＣＲＦ司令部経由で陸幕に報告された。 

 

イ 同月２８日、陸幕総務課から統幕参事官に対し、教育隊において南スーダン派

遣施設隊、ハイチ派遣国際緊急援助隊及びゴラン高原派遣輸送隊の活動等の「日

報」の保管が確認された旨を回答した。 

 

ウ この内容については、統幕において、まずはイラクの「日報」が確認されたこ

とを速やかに公表する作業を進めていたため、同月３１日におけるイラクの「日

報」に関する大臣報告においては盛り込まれず、４月２日の公表においても盛り

込まれなかった。 

 

エ その後、４月３日、統幕首席参事官から人事教育局人材育成課に上記探索結果

が共有され、過去の国会議員からの資料要求に対する回答や国会答弁の誤りを是

正する必要があるとの認識の下、所要の準備を終え、同月４日に人事教育局人材

育成課・統幕首席参事官から防衛大臣に本件について説明が行われた。 

 

２．評価 

以上の経緯を踏まえると、文書管理担当者である教育隊Ａ、文書管理者である教育

隊Ｂ及び教育隊長Ｄは、平成２９年 2 月１６日になされた国会議員からの資料要求に

おいて、教育隊では、当時、「日報」は通常、用済み後廃棄されているとの認識を共有

されていたため、十分な探索を行なわず、「日報」を保有していない旨の回答をしたこ

とは適切とは言えない。 

また、特別防衛監察や情報公開請求により日報を発見し、省内においては必要な報

告等が行われていたが、教育隊Ａ及び教育隊Ｂは、教育隊長Ｄの指導の下で業務を行

っており、資料要求に対する回答や国会答弁を改めるための必要な取り組みを教育隊

長Ｄの判断において実施しなかったことも適切とは言えない。（なお、教育隊長Ｄは昨

年１２月、既に退職している。）  
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Ⅳ．航空自衛隊におけるイラク『日報』を巡る経緯について 

 

 １．事実関係 

（１）平成２９年２月から３月までの対応 

ア 平成２９年２月１６日、国会議員から防衛省に対し、「＜陸自＞イラク戦争にお

けるサマワでの日報」及び「＜空自＞イラク戦争において、2006/7以降、米兵を

空輸する際に警報音が鳴り響いた日の日報」等について、同日中に提出を求める

資料要求があった。当該資料については、統幕参事官が担当課となり資料探索を

開始した。 

 

イ 統幕参事官付Ａは、当該資料を保有している可能性があるのは統幕、陸自及び

空自であると考え、同月１６日１１時３０分頃、統幕参事官付のカウンターパー

トである統幕運用第二課、陸幕運用支援課及び空幕運用支援課輸送室に対し、該

当する資料を探索し、その結果を同日１５時までに報告するよう依頼した。 

当該依頼を受けた空幕運用支援課輸送室Ｂは、同室内を探索するとともに、航

空支援集団司令部に当該文書の探索を依頼し、同日１５時頃、統幕参事官付Ａに

対し、空幕においてイラク「日報」は保管されていない旨回答した。また、空幕

運用支援課輸送室Ｂは、同月１７日、統幕参事官付Ａに対し、航空支援集団司令

部においてもイラク「日報」は保管されていない旨回答した。 

 

ウ 同月２２日午前、衆議院予算委員会第１分科会に先立ち実施された打ち合わせ

の場において、辰己統幕総括官（当時）は、稲田防衛大臣（当時）より、イラク日

報の再探索指示があったことを受け、同日午前、その旨を統幕参事官付の職員に

対し伝達するとともに、当該「日報」を再探索するよう指示した。統幕参事官付

Ａは、辰己統幕総括官からの指示を踏まえ、同日１２時頃、統幕運用第二課、陸

幕運用支援課及び空幕運用支援課輸送室の担当者に対し、「本日の大臣レクの際に、

大臣より、『イラクの日報は本当にないのか？』とのご指摘がありました。ついて

は、たびたび恐縮ですが、探索いただき無いことを確認（紙媒体・電磁的記録）

いただいた組織・部署名を本メールに返信する形でご教授いただけますでしょう

か。」（原文ママ）とのメールを送付した。空幕運用支援課輸送室Ｂは、同月１６

日の国会議員による資料要求を探索した部隊等を確認するものと理解したが、稲

田防衛大臣（当時）から「日報」の再探索指示があったとの認識を有するには至

らなかったため、同日、「検索したのは空幕運用支援課輸送室及び航空支援集団司

令部運用課」である旨、統幕参事官付Ａに回答を行った。 

 

（２）平成２９年７月の南スーダン「日報」に係る再発防止策の策定以降の対応 

   ア 平成２９年７月の南スーダン「日報」に係る再発防止策の策定以降、統幕参事

官においていわゆる「日報」を含む定時報告を一元管理することとなった。その

後、８月８日に、統幕参事官付Ｃは空幕運用支援課輸送室Ｄに対し、空自におけ

る「定時報告」の保有状況の有無について確認を依頼した。これを受けた空幕運
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用支援課輸送室は、輸送室内を探索するとともに、航空支援集団司令部に照会を

行った。当時は文書名による探索を行ったが、「定時報告」や「日々報告」等「日

報」に分類される可能性のある名称の文書を確認することが出来なかったため、

同月１６日に運用支援課輸送室Ｄは統幕参事官付Ｃに対し該当ない旨回答した。 

 

（３）空自イラク「日報」確認までの対応 

ア 平成３０年３月２日に統幕参事官が陸自にイラク「日報」が存在することを確

認したことを受け、同月５日、鈴木統幕総括官より、空自内にイラク「日報」が

保有されていないか確認するよう指示があったため、統幕参事官付Ｅは空幕運    

用支援課輸送室Ｆ並びに空幕総務課Ｇ及びＨに対し当該確認を依頼した。 

空幕は空幕運用支援課、航空総隊、航空支援集団及び補給本部の再探索作業を

実施し、同月１４日、空幕総務課Ｈは統幕参事官付Ｅに対し、確認されていない

旨回答した。 

 

イ 統幕参事官付Ｅは、空幕からの上記回答を踏まえ、同月１５日に、イラク派遣

当時、空自においてイラク「日報」はそもそも作成されていなかったのか、又は

作成されていたが保存されていないのか空幕総務課Ｇ及びＨに対し確認を行った

が、同月３０日までに明確な回答がなかった。このため、同日、統幕参事官付Ｅ

は、「日報」の作成根拠も併せて探索するよう空幕運用支援課輸送室Ｆ及び総務課

Ｈ等に依頼した。その結果、４月４日に、空幕運用支援課輸送室Ｊより統幕首席

参事官付Ｉに「日報」の作成根拠となる「イラク人道復興支援特別措置法に基づ

く対応措置に係る航空輸送の実績に関する航空支援集団一般命令」の提供があっ

た。 

 

ウ 同月３日以降、空幕内において、空幕総務課の指示により空幕内全課及び幹部

学校に対しイラク「日報」の探索範囲を変えて探索作業を続けていたが、別途同

月５日に受領した国会議員からの資料要求（「イラクで空自が米軍をバグダッドに

送っていたことに関する資料」）に対応するため該当資料を探索していたところ、

同日、空幕運用支援課輸送室は、当該資料要求の内容を踏まえ、イラクに派遣さ

れた部隊の上級部隊である航空支援集団が作成した「週間空輸実績」を逐一確認

した結果、その中にイラク復興支援活動派遣輸送航空隊の「日報」（３日分、合計

３ページ）が含まれていることを確認した。このため、空幕においては直ちに航

空幕僚長まで報告を行うとともに、同月６日、航空幕僚長から大臣に対し、本件

に係る報告を行った。なお、同月７日以降、防衛省・自衛隊の全ての部隊及び機

関を対象に大臣通達に基づく徹底した文書探索を行ったが、空自のイラク「日報」

は上述の３日分以外は確認されなかった。  

     なお、今般確認されたイラク「日報」３日分は、平成２９年２月１６日の資料

要求で求められた「＜空自＞イラク戦争において、2006/7以降、米兵を空輸する

際に警報音が鳴り響いた日の日報」には該当しない。 
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２．評価 

空幕で発見されたイラク「日報」に該当する定時報告３日分（合計３ページ）につ

いては、平成２９年２月１６日の国会議員からの資料要求に該当せず、発見後速やか

に対外公表したところであるが、発見までに時間を要した経緯を踏まえれば、保有す

るイラク「日報」の把握が不十分であったと言わざるを得ないことから必ずしも適切

ではなかった。 

 

 




